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告 示

高知県告示第280号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14

年法律第88号）第18条の 2の鳥獣捕獲等事業の認定をしたので、

同法第18条の 5第 2項の規定により当該認定を受けた鳥獣捕獲等

事業者（以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。）について次の

とおり告示する。

平成28年 5月13日

高知県知事　尾﨑　正直

1　認定鳥獣捕獲等事業者の名称

一般社団法人高知県猟友会

2　認定鳥獣捕獲等事業者の住所

高知市上町二丁目 7番 2号

3　認定鳥獣捕獲等事業者の代表者の氏名

高橋　徹

4　認定年月日

平成28年 4月19日

高知県告示第281号

平成28年 3 月高知県告示第143号で告示した指定施業要件の変

更予定に係る保安林の森林所有者の所在が不分明であるので、森

林法（昭和26年法律第249号）第189条の規定により、保安林の指

定施業要件を変更する予定の通知の内容を関係市役所及び町村役

場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示する。

平成28年 5月13日

高知県知事　尾﨑　正直

1　所在不分明の森林所有者

( 1 )ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐郡地蔵寺村西石原

　　イ　氏名

　　　　窪内　德太郎

( 2 )ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐郡土佐町西石原

イ　氏名

　　　　窪内　徳太郎

( 3 )ア　登記簿記載の住所

　　　　須崎市浦ノ内下中山160番地

イ　氏名

　　　　中越　靖

( 4 )ア　登記簿記載の住所

　　　　徳島市新蔵町一丁目93番地

　　イ　氏名

　　　　和泉　誠人

( 5 )ア　登記簿記載の住所

　　　　長岡郡大豊町梶ケ内41番地

　　イ　氏名

　　　　坂口　晉

( 6 )ア　登記簿記載の住所

　　　　長岡郡大豊町梶ケ内526番地

　　イ　氏名

　　　　桑名　幸喜

( 7 )ア　登記簿記載の住所

　　　　長岡郡大豊町立川上名1117番地

　　イ　氏名

　　　　石川　丑太郎

( 8 )ア　登記簿記載の住所

　　　　長岡郡大豊町立川下名749番地

　　イ　氏名

　　　　川井　信二

( 9 )ア　登記簿記載の住所

　　　　長岡郡大豊町立川下名749番地

　　イ　氏名

　　　　川井　晴子

(10)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市北本町四丁目 6番 7号

　　イ　氏名

　　　　岩崎　行尚

(11)ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐郡大川村南野山60番地

　　イ　氏名

　　　　筒井　安兵衛

(12)ア　登記簿記載の住所

　　　　香美市物部村押谷356番地 2

　　イ　氏名

　　　　法光院　利勝

(13)ア　登記簿記載の住所

　　　　土佐郡土佐町西石原509番地

　　イ　氏名

　　　　河村　忠則

(14)ア　登記簿記載の住所

　　　　宿毛市沖の島町母島1741番地

　　イ　氏名

　　　　上村　雅俊

(15)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市薊野1395番地 7

　　イ　氏名

　　　　中越　正雄

(16)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡檮原町梼原東乙2261番地

　　イ　氏名

　　　　中越　定春

(17)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡檮原村越知面東分2924番地

　　イ　氏名

　　　　川上　柳太郎

(18)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡檮原村越知面東分2924番地

　　イ　氏名

　　　　川上　福則

(19)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡檮原村越知面東分2541番地

　　イ　氏名

　　　　川上　久吉

(20)ア　登記簿記載の住所
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　　　　高知市南はりまや町二丁目 1番20号

　　イ　氏名

　　　　宮本　隆義

(21)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡神谷村鹿敷

　　イ　氏名

　　　　浜田　條右エ門

(22)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡神谷村532番地 1

　　イ　氏名

　　　　浜田　末喜

(23)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡池川町竹ノ谷436番地

　　イ　氏名

　　　　黒川　利長

(24)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡池川町竹ノ谷815番地

　　イ　氏名

　　　　平野　重喜

(25)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡池川町竹ノ谷992番地

　　イ　氏名

　　　　黒川　花見

(26)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾北村小川東津賀才75番地

　　イ　氏名

　　　　酒井　義清

(27)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡池川町坂本605番地

　　イ　氏名

　　　　渡辺　利久

(28)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市廿代町 2番 1号

　　イ　氏名

　　　　入交石油株式会社

(29)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市旭天神町38番地

　　イ　氏名

　　　　片岡　一平

(30)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾川村上名野川86番地

　　イ　氏名

　　　　片岡　頼信

(31)ア　登記簿記載の住所

　　　　香川県善通寺市中村町151番地 1

　　イ　氏名

　　　　藤原　義志

(32)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡小川村新別

　　イ　氏名

　　　　近沢　林弥

(33)ア　登記簿記載の住所

　　　　高知市旭天神町105番地

　　イ　氏名

　　　　一条　進一

(34)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡小川村新別1813番地

　　イ　氏名

　　　　国友　世喜治

(35)ア　登記簿記載の住所

　　　　記載なし

　　イ　氏名

　　　　国友　常三郎

(36)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾北村小川東津賀才1307番地

　　イ　氏名

　　　　岡林　豊

(37)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡吾北村小川新別1297番地

　　イ　氏名

　　　　國友　於虎

(38)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡小川村新別137番屋敷

　　イ　氏名	

　　　　國友　徳馬

(39)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡小川村新別

　　イ　氏名

　　　　国友　徳馬

(40)ア　登記簿記載の住所

　　　　吾川郡小川村新別1584番地

　　イ　氏名

　　　　沢近　林弥

(41)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡仁淀村川渡3057番地

　　イ　氏名

　　　　佃　健幸

(42)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡越知町越知丁426番地

　　イ　氏名

　　　　織田　好和

(43)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡越知町越知丁594番地

　　イ　氏名

　　　　織田　永生

(44)ア　登記簿記載の住所

　　　　高岡郡越知町越知丁424番地

　　イ　氏名

　　　　小田　伊佐義

(45)ア　登記簿記載の住所

　　　　神戸市兵庫区荒田町三丁目154番地

　　イ　氏名

　　　　上野　宏明

(46)ア　登記簿記載の住所

　　　　広島市安佐北区倉掛二丁目 5番29号

　　イ　氏名

　　　　米沢　善脩

(47)ア　登記簿記載の住所

神戸市長田区西代通一丁目 1番 5号マルキュウビル　

501号

イ　氏名

　　　　植田　義人

2　保安林の指定施業要件を変更する予定の通知の要旨

( 1 )　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び保

安林として指定された目的

次に掲げる告示で定めるところによる。

平成 7年12月農林水産省告示第2096号

( 2 )　変更後の指定施業要件

立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・

期間及び樹種について

高知県告示第282号

昭和39年 4 月高知県告示第110号（指定金融機関等の名称、位

置）の一部を次のように改正し、平成28年 5 月16日から施行す

る。

平成28年 5月13日

高知県知事　尾﨑　正直

別表の 1　指定金融機関の表中

〃　　　　　　　中村駅前〃

〃　　　　　　　赤岡〃

〃　　　　　　　赤岡〃

昭和50年10月15日

昭和39年 4月 1日

「

「

」

を

〃

香南市

香南市



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

第
9
8
3
5
号

　
平
成

2
8
年

5
月
1
3
日
（
金
曜
日
）
　

33

高知県告示第283号

平成 4 年 4 月高知県告示第208号（高知県会計規則第 2 条によ

る出先機関及び取扱店の指定）の一部を次のように改正し、平成

28年 5月16日から施行する。

平成28年 5月13日

高知県知事　尾﨑　正直

別表の 1　出先機関及び当該出先機関の取扱店の表中

「〃　　　　　　　中村駅前支店

〃　　　　　　　中村支店

〃　　　　　　　中村駅前支店

〃　　　　　　　中村支店　　」

を

「〃　　　　　　　〃

〃　　　　　　　〃

〃　　　　　　　〃

〃　　　　　　　〃　　　　　」

に、

教 育 委 員 会 告 示

高知県教育委員会告示第 2号

昭和37年 9 月高知県教育委員会告示第10号（高知県文化財保護

条例の規定による文化財の指定）で指定した高知県保護有形文化

財について文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27条第 1 項

の規定による重要文化財の指定があったので、高知県文化財保護

条例（昭和36年高知県条例第 1号）第 5条第 3項の規定により当

該高知県保護有形文化財の指定は解除されたものとし、同条第 4

項の規定により告示する。

なお、当該指定の解除に伴い、同告示は、廃止する。

平成28年 5月13日

高知県教育長　田村　壯児

公 安 委 員 会 告 示

高知県公安委員会告示第11号

技能検定員審査等に関する規則（平成 6年国家公安委員会規則

第 3号。以下「規則」という。）第 2条（規則第10条第 2項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、技能検定員審査及び

教習指導員審査（以下「審査」と総称する。）を次のとおり実施

する。

　　平成28年 5月13日

　　　　　　　　　　　高知県公安委員会委員長　島田　京子

1　審査の種類、期日及び場所

( 1 )　審査の種類

規則第 1条及び第10条第 1項に規定する技能検定員審査及

び教習指導員審査を次の区分に応じて行う。

ア　大型自動車免許及び中型自動車免許（以下「大型自動

車免許等」という。）

イ　普通自動車免許

ウ　大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動

二輪車免許及び牽
け ん

引免許（以下「特定第一種免許」とい

う。）

エ　大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び普

通自動車第二種免許（以下「大型自動車第二種免許等」

という。）

( 2 )　審査の期日

平成28年 6 月17日（金）から同月30日（木）まで（土曜日

及び日曜日を除く。）

( 3 )　審査の場所

吾川郡いの町枝川200番地

高知県警察本部交通部運転免許センター

2　審査の申請手続に関する事項

( 1 )　審査を受けようとする者は、規則別記様式第 1号の審査

申請書（以下「審査申請書」という。）を高知県公安委員会

に提出すること。

その際受けようとする審査の種類に応じた自動車を運転す

ることができる運転免許（仮運転免許を除く。）に係る運転

免許証を提示すること。

( 2 )　審査を受けようとする者が、規則第17条第 1項から第 5

項までの各号のいずれかに該当する者であるときは、審査申

請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証明す

る書面を添付すること。

( 3 )　大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査又は教習

指導員審査を受けようとする者は、次の区分に応じて、次の

資格者証を提示すること。

ア　大型自動車第二種免許に係る技能検定員審査を受けよう

とする者については、大型自動車免許に係る技能検定員資

格者証

イ　大型自動車第二種免許に係る教習指導員審査を受けよう

とする者については、大型自動車免許に係る教習指導員資

〃
」
に改める。

高知県立幡多農業高等学校

高知県立幡多農業高等学校

中村駅前支

〃

「

「

」

」

を

に改める。

〃

〃

〃

店

〃

公　　　　　　　告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7号）第25条第 4項の

規定により特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請があった

ので、同条第 5項において準用する同法第10条第 2項の規定によ

り次のとおり公告する。

なお、その関係書類は、平成28年 4月22日から 2月間高知県文

化生活部県民生活・男女共同参画課において公衆の縦覧に供す

る。

平成28年 4月22日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

申請の

申請に係る特定非営利活動法人

あった

年月日

平成28

年 3月

31日

名称

特定非

営利活

動法人

キャリ

アコン

サルタ

ント協

会

代表者の

氏名

濵田　久

美子

主たる

事務所

の所在

地

高知市

鷹匠町

一丁目

3番22

号スク

エアフ

ロント

203

定款に記載された目的

この法人は、青少年、

中高年や障害者等の就

職困難者をはじめ、あ

らゆる求職者や在職者

に対して、メンタルヘ

ルスやキャリアに関す

る教育、訓練、相談、

調査、研究等の事業を

行い、求職者や在職者

自らのキャリアビジョ

ンを踏まえた的確な職

業選択やキャリアの開

発又は雇用機会の拡充

を支援する活動を行う

ことにより、男女雇用

機会均等法にもとづく

健全な雇用環境の創出

と社会経済への貢献を

はかり、もって公益の

増進に寄与することを

目的とする。
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格者証

ウ　中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査を受けよう

とする者については、中型自動車免許に係る技能検定員資

格者証

エ　中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査を受けよう

とする者については、中型自動車免許に係る教習指導員資

格者証

オ　普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査を受けよう

とする者については、普通自動車免許、中型自動車免許又

は大型自動車免許に係る技能検定員資格者証

カ　普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査を受けよう

とする者については、普通自動車免許、中型自動車免許又

は大型自動車免許に係る教習指導員資格者証

3　審査の実施に関する事項

( 1 )　技能検定員審査の方法等

( 2 )　教習指導員審査の方法等

項目

大型自動

車 免 許

等、普通

自動車免

許及び特

定第一種

免許の技

能検定に

関する技

能

大型自動

車 免 許

等、普通

自動車免

許及び特

定第一種

免許の技

能検定に

関する知

識

項目

大型自動

車 免 許

等、普通

自動車免

許及び特

定第一種

免許の教

習に関す

る技能

細目

技能検定員として

必要な自動車の運

転技能

自動車の運転技能

に関する観察及び

採点の技能

教則の内容となっ

ている事項

自動車教習所に関

する法令について

の知識

技能検定の実施に

関する知識

自動車の運転技能

の評価方法に関す

細目

教習指導員として

必要な自動車の運

転技能

技能教習（自動車

の運転に関する技

能の教習をいう。

以下同じ。）に必

要な教習の技能

学科教習（自動車

の運転に関する知

識 の 教 習 を い

う。）に必要な教

方法等

技能試験（自動車の運転

に必要な技能についての運

転免許試験をいう。以下同

じ。）の方法に準じて行う

ものとし、その合格基準

は、90パーセント以上の成

績であること。

実技試験により行うもの

とし、その合格基準は、95

パーセント以上の成績であ

ること。

論文式、択一式、補完式

又は正誤式の筆記試験によ

り行うものとし、その合格

基準は、論文式のものにあ

っては85パーセント以上、

その他のものにあっては95

パーセント以上の成績であ

ること。

面接試験又は論文式の筆

記試験により行うものと

し、その合格基準は、それ

ぞれ95パーセント以上の成

績であること。

方法等

技能試験の方法に準じて

行うものとし、その合格基

準は、85パーセント以上の

成績であること。

実技試験又は面接試験に

より行うものとし、その合

格基準は、それぞれ80パー

セント以上の成績であるこ

と。

大型自動

車第二種

免許等の

技能検定

に関する

技能

大型自動

車第二種

免許等の

技能検定

に関する

知識

大型自動

車 免 許

等、普通

自動車免

許及び特

定第一種

免許の教

習に関す

る知識

大型自動

車第二種

免許等の

技能教習

に関する

技能

大型自動

車第二種

免許等の

技能教習

に関する

知識

る知識

技能検定員として

必要な自動車の運

転技能

自動車の運転技能

に関する観察及び

採点の技能

旅客自動車運送事

業及び自動車運転

代行業に関する法

令についての知識

自動車の運転技能

の評価方法に関す

る知識

習の技能

教則の内容となっ

ている事項その他

自動車の運転に関

する知識

自動車教習所に関

する法令について

の知識

教習指導員として

必要な教育につい

ての知識

教習指導員として

必要な自動車の運

転技能

技能教習に必要な

教習の技能

旅客自動車運送事

業及び自動車運転

代行業に関する法

令についての知識

技能試験の方法に準じて

行うものとし、その合格基

準は、90パーセント以上の

成績であること。

実技試験により行うもの

とし、その合格基準は、95

パーセント以上の成績であ

ること。

論文式、択一式、補完式

又は正誤式の筆記試験によ

り行うものとし、その合格

基準は、論文式のものにあ

っては85パーセント以上、

その他のものにあっては95

パーセント以上の成績であ

ること。

論文式の筆記試験により

行うものとし、その合格基

準は、95パーセント以上の

成績であること。

論文式、択一式、補完式

又は正誤式の筆記試験によ

り行うものとし、その合格

基準は、論文式のものにあ

っては85パーセント以上、

その他のものにあっては95

パーセント以上の成績であ

ること。

面接試験又は論文式の筆

記試験により行うものと

し、その合格基準は、それ

ぞれ80パーセント以上の成

績であること。

技能試験の方法に準じて

行うものとし、その合格基

準は、85パーセント以上の

成績であること。

実技試験により行うもの

とし、その合格基準は、80

パーセント以上の成績であ

ること。

論文式、択一式、補完式

又は正誤式の筆記試験によ

り行うものとし、その合格

基準は、論文式のものにあ

っては85パーセント以上、

その他のものにあっては95

パーセント以上の成績であ

ること。

( 3 )　審査手数料の額

ア　技能検定員審査（大型自動車免許等23,450円、普通自動

車免許19,650円、特定第一種免許14,500円、大型自動車第

二種免許等21,700円）

イ　教習指導員審査（大型自動車免許等14,950円、普通自動

車免許11,800円、特定第一種免許9,400円、大型自動車第

二種免許等12,750円）

4　その他

審査の詳細については、高知県警察本部交通部運転免許セン
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ター教習所指導係（電話番号088－893－1221内線372）に問い

合わせること。
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